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特定小電力ラジコンの電波監視・混信防止装置 
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        （４２９ＭＨｚ帯特定小電力型ラジコン用） 

１．製品紹介 

 １）装置構成 
  

 

２）搬送 
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２．機能・用途 

（１）ラジコン電波監視 機能 

 
（２）機器の電波ＣＨ調査 機能 

 
 

（３）機器の電波ＣＨ別送信制限 機能 
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３．操作説明 

 １）ラジコン機器の電波ＣＨ調査〔実施例〕 

手順①監視・設定ソフト立上げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順②調査対象の無線設備（ラジコン）電源ＯＮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒調査対象の無線設備が１ＣＨの電波を送信していることを確認 

⇒調査対象の無線設備電源をオフにし、ＯＮに再投入 

 

手順③機器の電波ＣＨ別送信制限機能で１ＣＨを送信制限⇒１ＣＨが赤色に変化 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    ⇒調査対象の無線設備が５ＣＨの電波を送信していることを確認 

⇒調査対象の無線設備電源をオフにし、ＯＮに再投入 
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手順④機器の電波ＣＨ別送信制限機能で５ＣＨを送信制限⇒５ＣＨが赤色に変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒調査対象の無線設備が９ＣＨの電波を送信していることを確認 

⇒調査対象の無線設備電源をオフにし、ＯＮに再投入 

 

手順⑤機器の電波ＣＨ別送信制限機能で９ＣＨを送信制限⇒９ＣＨが赤色に変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⇒電波監視機能で調査対象の無線設備が１３ＣＨの電波を送信していることを確認 

⇒調査対象の無線設備電源をオフにし、ＯＮに再投入 

 

手順⑥機器の電波ＣＨ別送信制限機能で 13ＣＨを送信制限⇒13ＣＨが赤色に変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒調査対象の無線設備が１７ＣＨの電波を送信していることを確認 

⇒調査対象の無線設備電源をオフにし、ＯＮに再投入 
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手順⑧機器の電波ＣＨ別送信制限機能で 17ＣＨを送信制限⇒17ＣＨが赤色に変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ラジコン電波監視機能で調査対象の無線設備が電波を送信していないことを確認 

⇒調査の結果：調査対象の無線設備に装備されているＣＨは、ＣＨ別送信制限を設定した 

１ＣＨ、５ＣＨ、９ＣＨ、１３ＣＨ、１７ＣＨと判明。 

 

 ２）ラジコン機器の電波ＣＨ調査機能、電波ＣＨ別送信制限機能における送信制

限ユニットの役割 
    送信制限ユニットは、４２９ＭＨｚ帯の免許を必要としない微弱無線局です。 

４２９ＭＨｚ帯の４０ＣＨについて、８ＣＨ同時に著しく微弱な電波を発射できます。 

    微弱な電波ですが、ラジコン機器のキャリアセンス（搬送波周波数の受信電力レベルを感

知し、あるしきい値以上ある場合は通信を行わず、しきい値以下であれば通信を行う）機能

のしきい値以上であるため、近接させるとラジコン機器はＣＨが空いていないと判定し送信

制限ユニットが発射している微弱な電波のチャンネルでは通信を行いません。 

    送信制限ユニットからの微弱な電波の発射は、パソコンで自由にＣＨ別に設定できます。 

   上記送信制限ユニットの機能を応用したものが、ラジコン機器の電波ＣＨ調査機能と電波Ｃ

Ｈ別送信制限機能です。 
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（１）ラジコン電波監視  
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（２）機器の電波ＣＨ調査  
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